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共有名義の自宅では、
各人ごとに３,０００万円特別控除が
適用されることになっています。

共働きの夫婦です。現在住んでいるのは２４

年前に３,５００万円で買った一戸建てで、ふた

りとも収入があるところから土地・建物とも

夫が７割、私が３割の共有名義にしました。

手狭になったことと、今売れば８,０００万円に

なることから買換えを考えているのですが、

売却益が特別控除の限度額である３,０００万円

を超えてしまうのが気になります。私たちの

ような共有名義の自宅の場合特別控除はどう

適用されますか。

共有名義の自宅の売却

名義人一人一人の譲渡益に照らして３,０００万円控

除を適用していくわけであって、２人分の合計で

６,０００万円の控除枠が認められるわけではありま

せん。ここのところを勘違いしないでください。

�あなたの場合に合わせてご説明しましょう。あ

なたの自宅は３,５００万円で買って、８,０００万円で売

れるわけです。この場合、取得費や譲渡費用（

１３ぺージ・質問２「取得費と譲渡費用」参照）

を考えないとすると、譲渡益は４,５００万円。マン

ションの持ち分割合は夫が７割、妻が３割とのこ

とですから、譲渡益４,５００万円の７割にあたる

３,１５０万円が夫の分の譲渡益、３割にあたる１,３５０

万円が妻の分の譲渡益というわけです。

�つぎに３,０００万円控除の適用です。まず夫の譲

渡益３,１５０万円に対して３,０００万円の控除。残り

の１５０万円に対しては、自宅の所有期間に応じて

所得税と住民税がかかってきます。あなたの夫の

場合は所有期間が１４年ですから、軽減税率の特

例が使えます。ちなみに税額は

�一方、妻であるあなたの譲渡益は１,３５０万円。こ

の金額はまるまる３,０００万円控除の枠内ですから、

あなたの分の譲渡益には税金はまったくかかりま

せん。

�あなたがたは、ふたりで力を合わせて手に入れ

た一戸建てを土地・建物ともに同じ割合で共有名

義になさったわけですね。本当にいいことをなさい

ました。というのは、このような共有名義の自宅の売

却は税金面でたいへん有利だからです。ご質問に

もあった居住用財産の３,０００万円特別控除ですが

自宅の売却にだけ認められるこの控除が、名義人

であるご夫婦のそれぞれに認められるのです。

�これはなにも、ご夫婦に限ったことだけではあ

りません。親と子が共有名義で買って同居してい

た場合はその親と子に、兄弟３人で一つの家を買

って共有名義にして一緒に住んでいた場合はその

３人全員に、それぞれ３,０００万円控除枠が認めら

れるのです。

�こう申し上げると、「じゃあ、私たちの場合は

３,０００万円×２人で合計６,０００万円の控除が認め

られるのね」と早合点される方もいらっしゃいま

すが、ちょっと待って。３,０００万円控除はあくま

でも「一人の譲渡益について３,０００万円」です。

（ ）資金を出し合って買ったのなら、

共有名義にしておくのが有利です。

（ ）３,０００万円特別控除の適用は、

あくまでひとりひとり。

３,０００万円特別控除③

所得税１０%で１５万円、住民税４%で６万円、

合わせて２１万円です。


